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第85回接続料の算定等に関する研究会 議事概要 

 

日時  令和６年５月20日（月）16:02～18:00 

場所  オンライン会議による開催 

出席者 （１）構成員 

相田 仁 座長、関口 博正 座長代理、酒井 善則 構成員、 

佐藤 治正 構成員、高橋 賢 構成員、 

西村 暢史 構成員、西村真由美構成員 

（以上７名） 

（２）オブザーバー 

東日本電信電話株式会社 田中 康之 相互接続推進部 部長 

西日本電信電話株式会社 奥田 慎治 設備本部 相互接続推進部長 

            藤本 誠  経営企画部 営業企画部門長 

ＫＤＤＩ株式会社       橋本 雅人  相互接続部 部長 

田淵 翔  相互接続部 接続制度ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

山本 雄次 渉外・広報本部 渉外統括部長 

ｼﾆｱﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

ソフトバンク株式会社  伊藤 健一郎 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部  

相互接続部 部長 

小林 一文 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部  

相互接続部 ｱｸｾｽ相互接続課 課長 

斉藤 光成 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部 課長 

大平 泰生 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部 

約款･ｻｰﾋﾞｽ部 部長 

秦 英夫  ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾕﾆｯﾄ統括ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ技術本部 

ｷｬﾘｱﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ事業統括部 

国際ﾛｰﾐﾝｸﾞ部 部長 

早坂 樹  ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾕﾆｯﾄ統括ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ技術本部 

ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸ企画統括部 
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衛星企画部 衛星推進課 課長 

若菜 聡  ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾕﾆｯﾄ統括ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ技術本部 

ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸ企画統括部 

衛星企画部 衛星推進課 （担当） 

一般社団法人テレコムサービス協会 

中野 一弘 ＭＶＮＯ委員会 運営分科会主査 

三宅 義弘 ＭＶＮＯ委員会運営分科会副主査 

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 

小畑 至弘 常任理事 

木村 孝  事務局 

一般社団法人ＩＰｏＥ協議会 

石田 慶樹 理事長 

松本 心平 氏 

株式会社ＮＴＴドコモ   大橋 一登 料金企画室長 

東原 弘  接続推進室長 

（３）ヒアリング事業者 

        楽天モバイル株式会社    小田 祐己  渉外本部 政策渉外室長  

       スカパーＪＳＡＴ株式会社 

太田 善久 経営企画部長代行 

       ＪＳＡＴ ＭＯＢＩＬＥ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社  

                                      山田 敏寛 業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

              スターリンクジャパン合同会社 

                    内田 信行 ｶﾝﾄﾘｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

(４）総務省 

今川総合通信基盤局長、木村電気通信事業部長、 

飯村事業政策課長、渋谷総務課長、井上料金サービス課長、 

竹内料金サービス課課長補佐、廣瀬料金サービス課課長補佐、 

柴田料金サービス課長補佐 

■議事概要 
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■議事模様 

○ モバイル接続料の検証に関するヒアリング 

【相田座長】  それでは、ただいまから接続料の算定等に関する研究会第85回の会合を

開催いたします。 

 本日、構成員はオンライン会議にて、７名全員の出席となっております。 

 それでは、議事を開始いたします。 

 まず議題（１）は、モバイル接続料の検証に関するヒアリングです。本件は、前回、事

務局より、モバイル接続料について、さらなる適正性を確保するための論点について説明

いただいたところです。今回はＭＮＯ３社及び一般社団法人テレコムサービス協会のＭＶ

ＮＯ委員会から各論点についてヒアリングを行い、意見交換を行いたいと思います。ヒア

リングの前に、事務局から追加の資料があるとのことですので、まず事務局から説明をお

願いいたします。 

 

（事務局より資料85－１に基づき説明） 

 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ヒアリングに移りたいと思います。まずは株式会社ＮＴＴドコモから御説明

をお願いいたします。 

【ＮＴＴドコモ】  ＮＴＴドコモの大橋でございます。それでは、資料85－２に基づき

○ モバイル接続料の検証に関するヒアリング 

・ 事務局並びに株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式

会社及び一般社団法人テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会事務局より、それ

ぞれ資料85－１から資料85－５までについて説明が行われた。その後、質疑が

行われた。 

○ 外国政府等との協定等に関するヒアリング 

・ 事務局並びに株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式

会社、楽天モバイル株式会社、スカパーＪＳＡＴ株式会社、ＪＳＡＴモバイル

コミュニケーションズ株式会社及びスターリンクジャパン合同会社より、それ

ぞれ資料85－６から資料85－11までにについて説明が行われた。その後、質疑

が行われた。 

○ 加入光ファイバ等の提供遅延に係るＮＴＴ東日本・西日本からの報告結果に関す

る論点整理 

  ・ 事務局より資料85－12について説明が行われた後、質疑が行われた。 

○ トラヒック・ポンピングに関する検討の方向性（案）について 

  ・ 事務局より資料85－13について説明が行われた後、質疑が行われた。 
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まして、当社の説明をさせていただきます。 

 本日は、１ページに記載しております論点について御説明させていただきます。 

 ３ページを御覧ください。まず、５Ｇ（ＳＡ方式）に係る費用及び需要の扱いでござい

ます。当社は、左に掲げておりますようなネットワーク構成の下で、音声接続料、データ

接続料を計算しております。結果として、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）及び５Ｇ（ＳＡ方式）

は一体として算定をしております。 

 ４ページでございます。５Ｇ（ＳＡ方式）の利用及び提供状況でございます。利用者か

ら見ますと、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）と５Ｇ（ＳＡ方式）は、ユーザー体感に大きな差

異はなく、サービスの連続性があるものと考えております。また、十分なエリア整備など

にも至っていないという状況でございまして、現段階において５Ｇ（ＳＡ方式）を取り出

して算定するような状況にはないと考えております。 

 ５ページを御覧ください。こちらは参考になりますが、ＭＶＮＯに対しては、これまで

の本研究会でも御説明しておりますとおり、Ｌ３接続相当は機能開放しており、Ｌ２接続

相当につきましても事業者間協議を継続しております。 

 ６ページでございます。こちらは４Ｇと５Ｇの一体接続料についての、本研究会での過

去の整理でございます。 

 ７ページでございます。５Ｇ（ＳＡ方式）に係る費用及び需要について分けたものを試

算しておりますので、お示ししております。まず、費用につきましては、５Ｇ（ＳＡ方式）

に係る費用は一定程度存在しております。また、需要については御覧の結果となっており

ます。 

 ８ページ、まとめでございます。今申し上げましたとおり、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）

と５Ｇ（ＳＡ方式）はサービスの連続性がある点、当社においては一体として算定してい

るという状況、及び、５Ｇ（ＳＡ方式）を単独で設定した場合には、その水準が高額にな

るリスクがあるため導入当初の利用を容易にするという観点も踏まえますと、５Ｇ（ＳＡ

方式）につきましては４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）と一体として算定することが良いと考え

ています。 

 続きまして、10ページでございます。予測接続料における予測と実績の乖離等について

です。まず、予測と実績の比較、また予測と予測の比較について御説明いたします。 

 予測と実績の比較でございますが、当社においては事業計画に基づく見込み値を用いて

計算しておりますので、予測と実績の差異は非常に小さいと考えております。 
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 12ページでございます。予測と予測の比較についても同様の状況であると考えておりま

す。 

 13ページでございます。ＭＶＮＯへの情報開示でございます。こちらに記載しているブ

ルーの項目がＭＶＮＯに情報開示をしているもので、今年度は新たに２つの取組を行って

います。 

 まず１つ目は、タイムリーな情報提供です。予測と実績の差異の理由について、これま

では年度が明けたタイミングで情報提供しておりましたが、速やかに情報提供するように

変更しました。また、２つ目は、値上げとなるような項目につきまして、値上げとなる理

由を新たに開示することとしました。ＭＶＮＯにとって必要な情報の提供に向けて、引き

続き真摯に取り組んでまいりたいと考えています。 

 17ページでございます。こちらは、需要の適正性確保についてです。当社のＭＶＮＯと

の接続においては、一番左に掲げているとおり、同一拠点での接続であっても複数の装置

において冗長構成を取ることを基本としております。この際の冗長分につきましては契約

帯域には含めず、稼働帯域分のみの負担で御利用いただけることにしております。また、

複数の拠点それぞれにおいて冗長構成を取る場合、東京と大阪それぞれで冗長構成を取る

場合も同様でございます。真ん中の図の場合、10Ｇｂｐｓの帯域２本分の御負担で御利用

いただけるということでございます。また、一番右に掲げているような構成も、ＭＶＮＯ

からの要望等に基づきまして実施することが可能です。 

 以降のページでは、各論点についての当社の意見を記載しておりますので、御覧いただ

ければと思います。 

 当社からの説明は以上でございます。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、ＫＤＤＩ株式会社から御説明をお願いいたします。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩの橋本です。よろしくお願いいたします。それでは、資料85－

３に沿って御説明させていただきます。 

 １ページ目の、データ接続料の算定における５Ｇ（ＳＡ方式）の費用及び需要の扱いに

ついてです。構成員限りとさせていただいておりますが、基本的に５Ｇ（ＳＡ方式）につ

いては、現在ＭＶＮＯは利用しておりませんので、その部分については接続料の対象から

除外して、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）のデータ接続料のみを設定しております。 

 ２ページ目の音声接続料について、５Ｇ（ＳＡ方式）、すなわちＶｏＮＲの開始までの間
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は、音声接続事業者は５Ｇ（ＳＡ方式）の設備は利用しませんので、データ接続料と同様

に、その設備については接続料の対象から除外して算定しております。 

 ３ページについては参考までに構成員限りとさせていただいておりますが、４Ｇ・５Ｇ

（ＮＳＡ方式）のみのデータ接続料の原価及び利潤の合計、さらに、需要の予測値の推移

を示しております。 

 ４ページ目、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）と５Ｇ（ＳＡ方式）を一体として算定するかど

うかという点につきまして、現状弊社が行っているように４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）のみ

を接続料算定する方法と、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）と５Ｇ（ＳＡ方式）を一体として算

定する方法のいずれの方法も、一定の合理性があると弊社としては考えております。左下

の枠にあるとおり、費用の大宗を占める基地局については、５Ｇ（ＮＳＡ方式）、５Ｇ（Ｓ

Ａ方式）問わず共同的に運用されており、また、４Ｇと５Ｇの一体算定が認められたとき

と同じように、５Ｇ（ＳＡ方式）が、まずは４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）を発展させた大容

量・超高速から開始され、当面は同質のサービスと考えられますので、一体として算定す

る方法も一定の合理性があると考えております。弊社が現在行っているとおり、４Ｇ・５

Ｇ（ＮＳＡ方式）のみで算定する方法も、実際ＭＶＮＯさんが５Ｇ（ＳＡ方式）の設備を

利用していないので、それを除外して算定することは合理性があると考えており、ここは

最後、決めの問題ではないかと考えております。 

 ただ、弊社では今、個別に算定をしておりまして、それを一体に算定した場合にどうな

るのかという試算については、少し検討の時間等が必要になります。その時間的猶予だけ

いただければ、試算等についても可能だと考えております。 

 ５ページは参考で、４Ｇと５Ｇを一体算定するとしたときの考え方になりますので、説

明については割愛いたします。 

 ６ページ以降が予測接続料との差異で、まず予測値と予測値の差異について、左が前回

と前々回予測の差異、右側が今回と前回の予測の差異で、ご覧いただいてお分かりのとお

り、今回と前回の予測の差異は、ほぼないという状況です。乖離は大分なくなってきたと

いう点で、少し精度が上がっていると考えております。 

 ７ページ目、今度は予測と実績の差異です。こちらについては少しまだ差異が発生して

おりますが、基本的に予測値は、実績からつくることになりまして、予測値と実績値で差

異が出ていることも含めて次の予測を立てていきますので、今後は、この差異は縮小して

いくのかなと考えております。引き続き精緻化について努めさせていただきます。 
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 ８ページ目、ＭＶＮＯへの情報提供について、ＭＶＮＯからの問合せに対して、情報開

示告示に基づいて開示が必要な情報については開示しております。実際の開示文書につい

ては構成員限りで、例示しております。今後も、ＭＶＮＯ様の御要望を踏まえて、情報開

示についてはしっかりと対応していくことを考えております。 

 ９ページ目、ＭＶＮＯさんが冗長を確保する場合の取扱いについて、まず同一拠点間の

冗長構成の場合、左側の図になりますが、この場合スタンバイとなっている帯域について

は、非課金で対応しております。こうした構成をＭＶＮＯさんが希望される場合に、スタ

ンバイに係る帯域については、非課金になるということは弊社から情報提供させていただ

いており、ＭＶＮＯさんから非課金にしてほしいという要望をいただかなくても対応して

いる状況でございます。 

 一方で、右側の拠点間の冗長については、例えば東京の中でアクトとスタンバイを確保

する場合、先ほどと同じような考え方で、冗長側は非課金とさせていただいておりますし、

同様に大阪のほうでもアクトとスタンバイを確保する場合のスタンバイ側については非課

金とさせていただいております。しかし、例えば東京で災害があったときに、東京側の需

要を全部大阪に回して、例えば大阪10Ｇｂｐｓで契約している場合に、東京で災害があっ

たときだけ大阪の帯域を20Ｇｂｐｓに増やせるかと言われると、そこまでは弊社としては

現状対応できていない状況でございます。この辺は設備構成、設備の仕様や設定に依存す

る部分もありますので、ＭＶＮＯさんから具体的な御要望があれば、内容を確認した上で

協議させていただく考えでございます。 

 次のページ以降については、各論点に関する回答を一問一答で記載しておりますので、

御参照いただければと思います。 

 資料の説明は以上となります。ありがとうございました。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 では続きまして、ソフトバンク株式会社から御説明をお願いいたします。 

【ソフトバンク】  ソフトバンク、伊藤です。よろしくお願いいたします。では、資料

85－４に沿って説明させていただきます。 

 ３ページ目、５Ｇ（ＳＡ方式）に係る現行の費用と需要の扱いに関してです。現行は、

ＭＶＮＯさんは５Ｇ（ＳＡ方式）をＬ２接続の構成で御利用していないことから、その利

用実態との整合性を確保する観点で、音声接続料、データ接続料ともに、接続料原価及び

需要から、５Ｇ（ＳＡ方式）に直課されるものは除外していますし、共通設備に関しては
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配賦の比率を使って除外して算定しております。 

 続いて、４ページの今後の検証につきまして、５Ｇ（ＮＳＡ方式）と５Ｇ（ＳＡ方式）

を一体として算定する場合の試算は可能かという点について、当社は、今年２月に2024年

度から2026年度までの３年間の予測接続料を届出した時に、総務省に一体で算定した場合

の接続料も任意で御提示済みでありますので、そちらを確認いただければと思いますが、

また別の算定条件で提出するのは、作業負荷が結構かかるため、既存の提出済みのもので

対応させていただければと思っております。 

 ５ページ目、今後のデータ接続料算定における当社の考えについて、５Ｇ（ＮＳＡ方式）

と５Ｇ（ＳＡ方式）を一体として算定することが適当かという点です。将来的に５Ｇ（Ｓ

Ａ方式）のＬ２接続相当の機能開放がほぼ見えているという状況も踏まえますと、５Ｇ（Ｓ

Ａ方式）における大容量サービスについては、既存の５Ｇ（ＮＳＡ方式）のスマホ利用等

で用いられる現行のサービスの延長線上と位置付けられることから、一体算定することに

関しては一定の合理性があると考えております。また、一体算定とすれば、移行が進んだ

場合も平準的な料金が設定できるので、ＭＶＮＯさんへの影響も軽微となると想定してお

ります。 

 ３点目です。一体とした場合の具体的な適用開始時期について、今現在、2024年度及び

2025年度の２年間の適用接続料は、今年２月に届出をした予測接続料を上限として、それ

以上の料金は御請求しないという建付けになっていること、また、機能開放時期が2026年

度以降になることが想定されることも踏まえると、2026年度適用接続料からとすることが

適当ではないかと考えております。 

 最後に、「大容量」以外の５Ｇ（ＳＡ方式）独自のサービス、例えば多接続や低遅延サー

ビスの接続料の在り方につきましては、当該サービスの提供状況や実現方法を踏まえた上

で、改めて検討すべきと考えております。 

 ６ページ目以降は、その他の論点に関する当社の考えをまとめたもので、一問一答形式

になっていますので、後ほど御確認いただければと思います。１点、10ページ目の一番上

の四角をご覧ください。昨年度ＭＶＮＯさんに御要望いただいた、例えば大規模災害時等

用に東京・大阪２拠点間で冗長を構築することについて、その利用の可否をＭＮＯからＭ

ＶＮＯに対し情報提供することが適当ではないかという論点です。基本的にＭＶＮＯさん

が要望されている、大規模災害時等用に、例えば東京・大阪といった２拠点間で冗長を組

むという構成に関しては利用可能な状態であります。仮に１拠点、例えば東京が障害で落
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ちて、大阪１拠点の片肺の運用になったとしても、もともと２拠点で確保されていた帯域

を、追加料金を請求することなく１拠点で引き続き提供することが可能になっております。 

この辺りは既にＭＶＮＯさんにお知らせしている仕様を含めて、分かりづらい点もありま

したので、詳細な仕様を含めて情報の提供を実施すべく、引き続きコミュニケーションを

取らせていただきたいと思っております。 

 当初からの説明は以上になります。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 続きまして、一般社団法人テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会から御説明をお願いい

たします。 

【テレコムサービス協会】  テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会の中野です。本日は

御説明の機会をいただきましてありがとうございます。資料85－５に沿って御説明させて

いただきます。 

 １ページ目をお願いします。接続料の算定に関する論点として、５Ｇ（ＳＡ方式）に係

る費用及び需要の扱いについてです。接続料の算定に当たっては、恣意的な費用計上・配

賦や需要の算定がなされないよう、適切かつ共通的な考え方を用いることが適正性確保の

観点から重要であると考えます。接続料における５Ｇ（ＳＡ方式）に係る費用及び需要の

取扱いは、ＭＶＮＯの経営に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ

方式）と一体の接続料として算定する場合と、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）のみの接続料と

して算定する場合のそれぞれの影響度合いを試算の上、検証いただくことを要望いたしま

す。 

 続いて２ページ目をお願いします。こちらは予測値の算定方法精緻化に向けた論点とし

まして、ＭＶＮＯへの情報開示についてです。ＭＶＮＯ個社に対して開示されている情報

でありますので、当委員会にて内容を把握できておりませんが、現状においても一部のＭ

ＶＮＯから、総務省告示に示されている具体的な算定方法が示されず、または示された場

合であっても、後年度の傾向が分からないため情報として不十分、後年度の費用や需要等

の傾向が分かるような情報が必要との声があり、ＭＶＮＯにおける予測値の妥当性の確認

や予見可能性の確保には至っていない状況と認識しております。 

 また、本研究会第七次報告書において、積極的な情報開示に努めることが適当とされた

予測値と実績値の差異及び予測値と予測値の差異については、一部のＭＮＯからは当該情

報の開示がなされている状況ではございますが、「ＭＮＯごとに開示情報の具体性に差が



 

 -10- 

存在する」、「後年度の予測値にも影響を及ぼすものか判断できない」との声があることか

ら、ＭＮＯ各社の開示情報の同等性確保、開示情報のさらなる充実が望まれます。 

 続いて３ページ目をお願いします。こちらは原価の適正性の確保に向けた論点となりま

して、音声伝送役務／データ伝送役務間の費用配賦に関する考え方の見直しについてです。

今般の音声伝送役務／データ伝送役務間の費用配賦の考え方の見直しについては、ＭＮＯ

各社の算定方法の共通化につながり、接続料の適正性の向上に資するものと認識しており

ます。一方で、算定方法の見直しによるデータ接続料の急激な上昇など、ＭＶＮＯの事業

運営や市場競争に与える影響が大きいと想定されることから、今後、ＭＮＯ各社が算定す

る接続料に対しては、費用配賦の見直し後の考え方を踏まえ、その適正性や妥当性につい

て詳細に検証していただくことを要望いたします。 

 続いて、４ページ目です。こちらは需要の適正性の確保に向けた論点としまして、ＭＶ

ＮＯにおける冗長設備の利用可能性についてです。 

 （１）平時におけるＭＶＮＯの冗長設備の利用可能性について、本研究会第六次報告書

では、ＭＮＯの設備運用方針等により、一定の冗長系の設備を需要から除いていることが

明らかになった一方で、ＭＶＮＯも接続料により冗長設備の費用を負担していることから、

冗長設備の利用に関するＭＮＯとＭＶＮＯのイコールフッティングの確保が重要であると

考えます。こちら左下の図に示させていただきましたとおり、平時においてＭＶＮＯはＰ

ＯＩの契約帯域以上のトラヒックを流すことができない一方で、右の図で示しております

とおり、ＭＮＯが、トラヒック急増等が生じた際に、仮に冗長設備に係る帯域を利用して

いる場合は、ＭＮＯとＭＶＮＯ間の冗長設備に関する利用の同等性が確保されていないも

のと考えていることから、ＭＮＯによる平時の冗長設備の利用有無について検証いただく

ことが望ましいと考えます。検証に際しては、ＭＮＯのトラヒックはＭＶＮＯの契約帯域

とＭＶＮＯのトラヒックを除いたものとして、平均化等していない、可能な限り短い時間

単位で、瞬間的にも超えていないか、そういったところを確認していただくことが有効な

検証になると考えております。 

 続いて、５ページ目です。（２）大規模災害発生時等におけるＭＶＮＯの冗長設備の利用

可能性について、ＭＶＮＯが冗長設備の費用を負担している中、ＭＶＮＯがＰＯＩを拠点

間で冗長する際には、基本的に冗長系に係る接続料の支払いが必要になるものと認識して

いたところ、仮に接続料の支払いが不要になるといった場合については、ＭＶＮＯに対し

て積極的に情報提供いただくことが必要と考えます。ＭＮＯとＭＶＮＯ間での冗長構成に
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ついての考え方や、接続料等のＭＶＮＯによる費用負担の適正性・公平性等について重点

的に検証いただくことを要望いたします。 

 ＭＶＮＯ委員会からの説明は以上となります。ありがとうございました。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの論点に関しまして、事務局及び各社からの説明につきまして、御

質問あるいは御意見のございます構成員の方は、挙手いただければ私のほうから順に指名

させていただきますし、それが難しいようでしたら、直接マイクをオンにしてお声かけい

ただいても結構でございます。いかがでございましょうか。 

 それでは、酒井構成員、お願いいたします。 

【酒井構成員】  以前にも私から何度か質問した冗長性について、ＭＮＯのネットワー

クの中での冗長性はＭＮＯが独自に考えていて、それについては当然ＭＶＮＯも接続料の

中の原価として負担されていると思いますし、ＭＮＯも非常時にはＭＶＮＯのトラヒック

も流すのだろうと思いますが、確かに、資料85－５の４ページに記載のとおり、平常時に

おけるＭＶＮＯの冗長設備の利用可能性について、ＭＮＯが平常時にも自社のトラヒック

を冗長設備に流しているのか、流していないかという話は、また少し難しい問題かと思い

ました。 

 それからもう一つ、ＰＯＩの冗長性について、同一拠点内の冗長構成を基本としつつ、

拠点間で冗長構成を取ることも可能という話がありましたが、２通りの冗長構成で考えら

れているのでそれで構わないのだろうと思いますが、本当に災害があった時には、同一拠

点内で２回線用意してあっても、結構な割合で両方とも一遍に障害が発生するのではない

かという気もいたします。ただ、この辺りはＭＮＯとＭＶＮＯの間で合意して冗長構成を

取るというお話だったので、少し私が考えたのと違って、問題ないのだろうというふうに

理解いたしました。 

 単なるコメントですが、以上です。 

【相田座長】  ありがとうございました。コメントということでしたが、事務局あるい

はＭＮＯ等のほうから、ただいまの酒井先生の御発言についてコメント等ございますでし

ょうか。 

【ＮＴＴドコモ】  ドコモの大橋でございます。酒井先生のコメントについて、我々の

考えを伝えさせていただきます。まず非常時に備えたＭＮＯのネットワークの中の冗長性

について、平常時に当該設備含めてトラヒックが流れるのかという点であります。平常時
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のピークトラヒックについては、基本的に冗長系を除いた形でキャパシティーを設定して

おりますので、よほどの激甚災害によるバーストなどがない限りにおいては、基本的にこ

の冗長部分は使われることはないという認識でおります。また、この冗長分も含めた需要

の適正性についても、総務省において検証され、問題ないという見解が出ているという認

識でおります。以上が１点目のご指摘についてです。 

 また、冗長構成の取り方についてです。単一の拠点において稼働系と予備系とそれぞれ

冗長構成を取り、かつ東京と大阪などの拠点の冗長も取るというのが基本の構成でありま

すが、拠点の激甚災害などで、例えば大阪のビル全体が駄目になってしまうようなケース

を想定するのか、という点が論点になるかと思っております。基本的に、どちらかの装置

が駄目になったといった場合には、予備系の冗長装置が稼働しますので、契約帯域は問題

なく使えます。しかしながら、そのような激甚災害時に拠点自体が駄目になってしまう場

合において、駄目になった拠点の装置の帯域も含めて、これまでどおり疎通できるような

ネットワークの性能を維持するかどうかは、ＭＶＮＯの設備構築のポリシーによるもので

あると考えております。激甚災害も含めて、そのような対応を取るかどうかは会社の経営

判断によるものではないかと考えております。 

 以上です。 

【相田座長】  ありがとうございました。ＭＶＮＯからトラヒックの把握はできるだけ

短時間単位でという御発言ございましたが、この点、ＮＴＴドコモのほうではどの程度の

時間間隔で扱っていらっしゃるのでしょうか。 

【ＮＴＴドコモ】  検証をどのような単位でやるかという点については、当社は１時間

単位等の区分で行うことが可能となっております。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 ほかに酒井先生の御発言に関しましてコメント等ございます方はおいでになりますでし

ょうか。それでは、ほかに御発言の御希望ございましたらお受けしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

 それでは、佐藤先生、お願いいたします。 

【佐藤構成員】  ありがとうございます。佐藤です。説明いただいた中での確認ですが、

ＫＤＤＩの資料７ページについて、予測値と予測値を一致させることも大事ですが、最終

的には予測値が実績値に非常に近いことが求められていると思います。そこで、33％とい

う大きな差異が出ている点について、今後改善しますという説明がありましたが、資料を
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見ると需要の数字の改善により接続料の乖離率が改善する見込みであると読み取れるので

すが、33％の差異は、主に需要の予測が要因であり、需要の予測について調整したため今

後改善する、という理解でよろしいのでしょうか。今後も精緻化に努めるということでし

たが、何か具体的に今後の対応を考えておられますか。また、今のストーリーを６ページ

で読み取ると、2022年度の実績値が当たっていなかったのは、前々回の水色の線が非常に

高く、その分外れていたが、予測値を見直して、下のグレーの線に下げたことで、今回と

前回の予想が一致してきたので、これで問題はかなり解消されているということだとも理

解できますがその理解で合っているのか確認をしておきたいと思います。 

 また、もう一点、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）と５Ｇ（ＳＡ方式）を一体として接続料算

定するかどうかについて、ドコモが現段階では一体が妥当という説明をされましたが、ど

のようなことが変わると一体でない方法についての議論が必要となるのでしょうか。ＫＤ

ＤＩも同じく当面は一体という説明をされたと思うので、そうすると何が変わることで一

体でない方法についての議論が起こり得るのか、確認したいと思います。 

 以上です。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 それでは、まずＫＤＤＩ、２点お願いできますでしょうか。 

【ＫＤＤＩ】  では、まず予測の差異について御回答いたします。 

 佐藤先生の御認識のとおり、今回の予測と実績の差異につきましては、需要の差異が一

つ大きな要因となっております。この点、次回の予測の算定時には、出てきた実績を基に

需要の予測を立てるため、前に予測したものと今回の実績は確かに乖離していますが、そ

のずれた実績が出てきた状態から予測をしていくことになりますので、今後立てていく予

測については、その乖離を埋められるだろうと考えております。 

 以上で答えになっておりますでしょうか。 

【佐藤構成員】  おそらくそういうことだろう思っておりましたが、やはり今後も、か

なり改善が見込めなければ、算定の仕方や数字の取り方について、継続的に改善していく

ことが必要だと思いますので、改善に向けた努力を継続していただきたいと思います。 

【ＫＤＤＩ】  分かりました。 

【相田座長】  続きまして、５Ｇ（ＳＡ方式）の接続料についてはいかがでしょうか。 

【ＫＤＤＩ】  当面は一体算定とした場合に、ではどういったことがあればまた見直し

得るのかという点について、現状５Ｇ（ＳＡ方式）のサービスは、５Ｇ（ＮＳＡ方式）の
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大容量・超高速といったサービスと同質のサービスからスタートしておりますが、ソフト

バンクさんの資料でもありましたとおり、例えば個別の５Ｇ（ＳＡ方式）ならではのサー

ビスのようなものができてきたときに、その接続料が４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）と同じで

良いかどうかという点は少し議論が出てくるかと思っております。現状まだそういったサ

ービスがないので、当面は一体でもいいと考えていますが、そういった独自のものが出て

きたときにどうするかという点は、一つ検討があるかと考えております。 

 以上です。 

【相田座長】  それでは、ただいまの５Ｇ（ＳＡ方式）の接続料に関して、ドコモはい

かがでしょうか。 

【ＮＴＴドコモ】  ＮＴＴドコモでございます。基本的には今、ＫＤＤＩが御説明され

たことと同様です。当社は、資料85－２の４ページのとおり、エリア整備やスライシング

などの５Ｇ（ＳＡ方式）ならではのサービス提供については、現時点ではまだこれからだ

という状況でございます。加えて申し上げますと、現時点では、５Ｇ（ＳＡ方式）は、４

Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）とほぼ同じような形で使われているという点もありますので、今

後５Ｇ（ＳＡ方式）が独自の進化を遂げて、同様に取り扱うことがむしろ支障になるよう

な状況が生じるのであれば、別算定とすることが望ましいのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

【相田座長】  ありがとうございました。佐藤先生、よろしいでしょうか。 

【佐藤構成員】  少し分かってきました。全体的に５Ｇ（ＳＡ方式）がどうこうという

よりは、５Ｇ（ＳＡ方式）が実現して、ネットワークの仮想化や様々なものが実現できる

ことでサービスの品質が、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）のサービスと差別化されるようなこ

とになれば、それに見合った接続料が実現できるのではないか、そのようなことを少し考

えたところです。ありがとうございました。 

 

○ 外国政府等との協定等に関するヒアリング 

【相田座長】  それでは、次の議題に進みたいと思います。 

 議題の（２）は、外国政府等との協定等に関するヒアリングです。本件は、前回、事務

局から電気通信事業法第40条に基づく外国政府等との協定の認可に関する論点について御

説明いただいたところです。今回は、株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフト

バンク株式会社、楽天モバイル株式会社、スカパーＪＳＡＴ株式会社及びＪＳＡＴ ＭＯ
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ＢＩＬＥ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社並びにスターリンクジャパン合同会社

から各論点についてヒアリングを行い、意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、この件につきましては、まず株式会社ＮＴＴドコモから御説明をお願いいた

します。 

【ＮＴＴドコモ】  ＮＴＴドコモの大橋でございます。それでは、資料85－６に基づき

まして、当社の説明をさせていただきます。 

 １ページでございます。まず、データ役務を協定等の認可対象に追加することについて

です。スマートフォンの普及や利用状況を踏まえますと、データ役務を認可対象に加える

ことについては、一定の合理性があると考えております。その際、当社においては、右の

図の点線で囲ったサービスが認可対象に含まれるものと認識しております。この中でも特

にクラウドＳＩＭのイネーブラーなどが提供するレンタルＷｉ－Ｆｉのサービスも国際ロ

ーミングを行っているため、認可対象になるものと認識をしております。 

 ２ページでございます。我々の推測になりますが、クラウドＳＩＭの国際ローミングの

提供形態についてお示しをしております。携帯電話の国際ローミングにおいては、左の図

のとおり、海外の事業者と協定を締結いたしまして、渡航時に当該国のネットワークに入

った段階でローミング通信が行われるような仕組みになっております。一方でクラウドＳ

ＩＭについては、右の図のとおり、同様に国際ローミングによって相手国のネットワーク

に入った段階で、そのオペレーターのローカルのＳＩＭのプロファイルをダウンロードし、

それ以降は現地の通信として行われるという点が違いとなっております。国際ローミング

によってこれらが実現されていると認識をしておりまして、クラウドＳＩＭは海外旅行に

行く際にレンタルＷｉ－Ｆｉという形で多く利用されていると認識をしております。 

 ３ページでございます。利用の実態について、こちらは海外渡航時に最も多く利用した

通信手段というアンケート調査でございます。当社のｄポイントクラブ会員に対して行っ

たものですので、携帯電話を持ち出す海外ローミングのニーズがやや強めに出ていると考

えますが、それでも３割程度の方がレンタルＷｉ－Ｆｉを使って現地において通信をされ

ており、利用者への影響が一定程度大きいものと考えております。 

 ４ページでございます。最後になりますが、変更契約を事後報告とすることについてで

す。基本的には賛同と考えております。その理由として、左に昨年度当社が行いました変

更契約の認可申請の実績をお示ししておりますが、過去５年間、精算料金の改定が利用者

料金の値上げにつながった事例はなく、基本的には利用者料金の値上げに直ちにつながる
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ものではないということを踏まえると、認可申請の対象とせずに事後報告のみとすること

については合理性があり、賛同するものと考えております。 

 当社からの説明は以上でございます。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 では続きまして、ＫＤＤＩ株式会社から御説明をお願いいたします。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩの山本です。それでは、御説明させていただきます。 

 １ページ目です。まず、認可対象の見直しでございます。データ役務等の提供に関する

提携を内容とする協定等についても認可対象に追加することが必要かという問いでござい

ます。こちらにつきましては、サービス動向を踏まえ、規制緩和に主眼を置いた認可対象

の見直しは必要であり、認可対象の追加については慎重であるべきというスタンスでござ

います。左側の絵ですが、2004年度に比べますと、国際電話の利用状況は大幅に少なくな

ってきております。右側は構成員限りとさせていただいておりますが、データの利用は確

かに比率として上昇傾向で、一方、音声の利用はかなり下がっており、こういった実態を

踏まえて規制の緩和を考えていただければと思います。 

 続きまして、２ページを御覧ください。こちらは利用者の利益に及ぼす影響が大きい役

務の提供に関する提携を内容とする協定に、認可対象を限定することについてどう考える

かというお題でございます。こちらは、利用者の利益に及ぼす影響が大きい役務に限定す

ることには賛同いたします。特に、個別のサービスの特性を踏まえて、規律による担保が

必要なサービスに限るべきであるということと、さらには一定以上の契約者数がいる場合

に限るべきと考えております。この中央の細かく様々書いているところでございますが、

国際電話が認可を要する理由はしっかりと示されておりまして、事前規制によって、国際

計算料金の高止まり防止及び公正競争を阻害する計算料金支払いの回避防止を担保すると

いうことが書かれております。一方、右側のところでございますが、認可対象の考え方に

ついて、特に国際ローミングその他の音声サービスについては、認可を要する理由が今明

確にされていない状況ですので、サービスの特性を踏まえて、認可を要する理由を明確に

していただきたいと考えております。 

 続きまして、３ページ目を御覧ください。こちらは事業者間精算料金の変更のみを内容

とする協定などの変更については事後報告のみとすることについてどう考えるかというお

題でございます。料金の変更のみを内容とする協定等の変更については、事後報告のみと

することに賛同でございます。国際ローミングに関する協定の変更というのは、国の政策
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による付加価値税の税率の変更や通貨の変更など、事業者間の交渉ではなかなかコントロ

ールできないものが多いという実態もございます。一方、右側の国際ローミングに関する

協定の交渉は、おおむね相互利用によるウィン・ウィンの関係が前提でございまして、事

前規制は交渉の柔軟性に影響を及ぼす、機会損失につながる可能性があります。よって、

できるだけこれは事後報告のみとしていただければと思います。 

 その他、４ページ目です。認可対象を変更する場合には、必要に応じて認可に当たって

の審査基準を見直すことが適当かどうかと、その他検討すべき点についてのお題でござい

ます。まず、左下でございます。審査基準を見直すことについては賛同でございます。や

はり事前規制の予見性を確保するためにも、サービスごとに、認可を要する理由、それか

ら審査基準との適用関係を明確にしていただきたいと考えております。 

 それから、スライドの右側でございますが、現在、報告規則等、事業者に求められる報

告事項は多岐にわたっておりますので、報告すべき事項は必要最小限のものにしていただ

きたいと考えております。事後報告につきましては、年度末の状況を見て、前年度比で変

化があった場合のみで良いのではないかと考えます。これは具体的には上の絵を見ていた

だければと思いますが、一定の期間の中で、期間を絞ったボリュームディスカウントのよ

うな、短期間に頻繁に料金が上下するようなアレンジメントも含まれることがございます。

そのため、それぞれの上がり下がりを報告するのではなくて、一定期間ごとの傾向を報告

するといった形で簡素化していただければと思います。 

 弊社からのプレゼンは以上でございます。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 では続きまして、ソフトバンク株式会社から御説明をお願いいたします。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクの大平と申します。では、資料85－８に基づきまして

御説明いたします。 

 まず１ページ目を御覧ください。こちらは事業者間精算料金の変更に係る認可に関する

論点になります。事業者間精算料金のみの変更を事後報告にすることについてどうかとい

うことですが、理由の１点目にも書いてありますように、税率の変更といった、相手事業

者の意向が介在しないような変更もある点、また、２点目に書いておりますように、ＧＳ

ＭＡでは各事業者の標準料金を用意するというルールがありまして、そこから比べて不当

に高いかどうかを確認しながら契約協議が行われるという点から、弊社としましては実態

上の懸念は特にないと考えておりますので、事後報告にすることについては賛同いたしま
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す。 

 続きまして、２ページ目を御覧ください。こちらは認可対象の見直しの論点です。今回

はデータサービスを認可対象にしてはどうかという点が問われておりますが、現在、デー

タサービスにつきましては事前手続不要でございまして、国際ローミング以外にも、通信

モジュールを使ったＩｏＴサービスのようなものが、今の事前手続が必要ない状態から、

必要な状況に変わりますと、対応スケジュールなどの点でビジネスへの影響が生じるケー

スもあると考えておりますので、事後報告のみにしていただきたいと考えてございます。 

 ただ、確認が必要だということであれば、事業法の40条では、重要な事項について事前

の認可制とすると限定されておりますので、この認可の対象範囲につきましては、その必

要性に鑑みて、最小限にしていただきますとありがたいと考えております。 

 また、事前認可の運用が始まったときにも、この必要性については、今後の運用におい

ても本当に必要かどうかという点は定期的に検証していただきまして、認可対象の縮小や

届出または事後報告に移行することも検討していただけないかと思っておりますので、認

可対象が見直しされた後も、今後の対応はお願いできればと考えております。 

 簡単ではございますが、弊社からの御説明は以上となります。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 では続きまして、楽天モバイル株式会社から御説明をお願いいたします。 

【楽天モバイル】  楽天モバイル、小田と申します。では、資料85－９に沿って御説明

させていただきます。 

 ２ページ目をお願いいたします。弊社としては、事務局から事前に御提示あったこの４

項目について、順に御説明させていただきます。 

 ３ページ目をお願いいたします。まず、認可対象の見直しに係る論点１つ目として、デ

ータ役務等の提供に関する提携を内容とする協定等についても認可対象に追加することに

ついて問いをいただいております。弊社としましては、データ役務等に関する協定等のう

ち、携帯電話の国際ローミングについては、先ほど各社からも言及ありましたが、ＧＳＭ

Ａのルールに基づき事業者間で協定が締結されておりまして、日本の事業者のみが不当に

高い事業者間精算料金を設定されるおそれはないと考えられることを踏まえまして、認可

対象とする必要はないと考えてございます。 

 ４ページ目をお願いいたします。２点目、利用者の利益に及ぼす影響が大きい役務の提

供に関する提携を内容とする協定等に認可対象を限定することに関しましては、認可対象
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の範囲について、利用者の利益等に及ぼす影響を考慮して、現在の技術や市場動向を踏ま

えた議論や精査をいただいた上で、利用者保護の観点から真に必要なものに限定いただき

たいと考えてございます。 

 ５ページ目をお願いいたします。次に、今度は料金の変更のみを内容とする協定等の変

更の場合に関して、事後報告のみとするということに関しましては、１つ目の論点とも関

係いたしますが、同様に音声も含めて、ＧＳＭＡのルールに基づき事業者間で協定が締結

されておりますので、認可対象とする必要はないですし、事後報告のみで問題ないと考え

てございます。 

 最後に、その他の点ということで、当社の考え方を述べさせていただきます。今回の見

直しにおいて、認可対象を変更する場合や、認可に当たっての審査基準等を見直される場

合には、契約類型ごとの認可対象の変更内容や審査基準の見直し内容等について、事前に

周知及び公表をぜひお願いしたく考えてございます。 

 弊社からの発表は以上でございます。御清聴ありがとうございました。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 続きまして、スカパーＪＳＡＴ株式会社及びＪＳＡＴ ＭＯＢＩＬＥ Ｃｏｍｍｕｎｉ

ｃａｔｉｏｎｓ株式会社から御説明をお願いいたします。 

【スカパーＪＳＡＴ】  スカパーＪＳＡＴの太田でございます。弊社からは、弊社のこ

とを御存じない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に会社概要も含めて御説明申し

上げます。 

 資料85－10の２ページ目でございます。弊社の沿革となります。弊社は、放送事業者と

衛星通信事業者が統合した会社となりますが、1998年にＰｅｒｆｅｃＴＶ！およびＪ Ｓ

ＫＹ Ｂが合併してＳＫＹ ＰｅｒｆｅｃＴＶ！となり、1993年に日本通信衛星、サテラ

イトジャパンが合併してＪＳＡＴという会社が設立し、さらに1985年に宇宙通信が設立い

たしまして、2008年10月にこの３社が合併してスカパーＪＳＡＴとなりました。 

 ３ページ目でございます。弊社の主な事業について、大きく分けてメディア事業と宇宙

事業となります。メディア事業につきましては、皆さん御存じかもしれませんが、いわゆ

るスカパーということで、衛星を利用した放送配信事業、また、衛星ではないですが、地

上回線を利用したＦＴＴＨ事業を最近やっております。また、宇宙事業につきましては主

に衛星通信事業をやっておりまして、昨今はスペースインテリジェンス事業も展開してお

ります。また、両事業併せて、衛星、放送に関わらず、新規事業に取り組んでおります。 
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 主なグループ会社を下に記載しておりますが、ＪＳＡＴ ＭＯＢＩＬＥさんも弊社のグ

ループ会社となりますので、後ほど御説明いただくようにしております。 

 ５ページ目でございます。こちらは衛星フリート図ですが、現在、弊社は17機の衛星を

保有しております。「Ｈｏｒｉｚｏｎｓ」と書いてある衛星が主に北米上空をカバーしてお

りまして、ほかの衛星につきましてはアジア太平洋地域を、日本も含めてカバーしており

ます。 

 ６ページ目でございます。こちらが弊社の地上設備ということで、衛星を管制している

センター局になります。主局は横浜にありまして、茨城及び山口にそれぞれバックアップ

局として保有しております。 

 ７ページ目でございます。宇宙事業のこれまでの実績について、主には衛星回線サービ

スということで、テレビ局様、官公庁様及び社会インフラ企業様といったところに弊社の

衛星回線を提供しております。また、国内の携帯事業者様の携帯のバックホール向けにも

衛星回線を提供しております。さらに最近は、30年にわたる衛星の運用実績を活用しまし

て、官公庁様や、その他の通信事業者様から衛星の運用受託なども行っております。加え

て、昨今は通信以外にも、衛星画像の販売ということで、衛星画像を、通信のみならず、

解析も含め提供しております。 

 10ページ目でございます。こちらが今取り組んでいる主な新規事業ですが、４つありま

す。１つ目は大容量化ということで、今までの通信衛星ではなくて、ＨＴＳ、ハイスルー

プットサテライトと言われる大容量の衛星を保有し、大容量通信を実現していることです。

また、需要の変化への対応力強化と書いてありますが、ＳＤＳ衛星と呼ばれるソフトウエ

ア・デファインド・サテライトということで、柔軟に通信ができるような衛星も保有して

おります。また、ＮＴＮによる５Ｇ、６Ｇの対応ということで、こちらは今後の取組にな

りますが、ＨＡＰＳ、ＬＥＯ、光通信にも注力していく予定でございます。加えて、先ほ

ども少し御案内しました衛星データを活用した情報サービスの拡大ということで、衛星画

像も含めて、安全保障、防災、ＳＳＡ、この辺にも注力をしております。 

 12ページ目、検討項目に対する弊社の意見について、データ役務等の提供に関する提携

を内容とする協定についても認可対象となるということにつきましては、弊社からは反対

することはございません。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものにまず限定す

べきと考えておりまして、その限定方法としては、例えば、契約者数100万以上といった指

標で限定していただければと考えています。 
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 また、外国衛星通信事業者より衛星回線をＩＲＵ契約で調達して、電気通信回線設備と

して設置する場合、当該ＩＲＵ契約で合理的な使用料金の設定がされていること等を事業

政策課のほうに御確認いただくことになっておりますので、これらの手続と二重にならな

いようにしていただければ良いかと考えております。 

 弊社からは以上となりますが、続きまして、ＪＳＡＴ ＭＯＢＩＬＥさんから御説明さ

せていただきます。 

【ＪＳＡＴ ＭＯＢＩＬＥ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ】  引き続き、ＪＳＡＴ 

ＭＯＢＩＬＥの山田から御説明させていただきたいと思います。 

 ＪＳＡＴの子会社である当社では、インマルサットサービスの提供をさせていただいて

おります。静止衛星、インマルサットになりますが、移動体向けの衛星通信サービスとし

て、地上回線へのアクセスが困難な遠方の船舶や航空機向けの御利用をいただいておりま

す。利用できる通信サービスは、古くは電話サービスから始まっておりまして、ＦＡＸや

ＩＳＤＮに拡充されまして、近年はＩＰデータ通信に特化したものが主流になりつつある

という状況になっております。また、ほかに、ブイなどに用いられるＩｏＴ向けの計測デ

ータサービスですとか、衛星携帯電話といったものをラインナップしてございます。 

 次のページに行きまして、弊社の考え方を挙げさせていただいていますが、まず検討項

目１の、データ通信を認可対象にすることについての当社の考えですが、昨今の通信事業

の動向に鑑みますと、やむを得ないのかなと考えております。しかし、総務省の検討項目

２でも示されておりますとおり、現行の事前認可制ではなく、事後報告制とするというこ

とも併せて御検討をお願いしたいと考えております。理由としましては、先ほどのスカパ

ーＪＳＡＴとも同じになりますが、まず衛星サービスの提供元である外国法人と当社の契

約書に盛り込まれたＩＲＵ、いわゆる破棄し得ない使用権の要件の一つ、合理的な使用料

金の設定というものがございまして、これにより本件の趣旨である利用者の利益の保護が

できていると考えているからです。 

 該当の役務提供を開始しようとする際には、外国法人との協定書にＩＲＵが設定されて

いること及びその内容を事業政策課に事前に審査いただいた上で事業登録、あるいは変更

登録をいただいておりまして、事実上の事前認可制となっていると考えております。そも

そもこのＩＲＵ自体が本件同様の趣旨である利用者の利益の保護を目的としたものであり、

合理的な使用料金設定という条項がございまして、この条項のおかげで、当該外国法人が

好き勝手に値上げするというような行為から保護されておりまして、これにより利用者の
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利益の保護にもつながっていると考えております。 

 特にこのＩＲＵ条項については、外国法人との相当の信頼関係やネゴシエーションを経

なければ盛り込むことは極めて困難なものですので、日本で事業を開始したい事業者は基

本的にこれをクリアして事業開始をしているという前提になっていると思います。そのた

め、この電気通信事業の登録時の規制が既にある上、さらに40条の認可というのは、二重

規制もしくは過度な規制となっていると我々は考えておりまして、この点を御協議いただ

いて、御検討いただきたいと考えております。 

 私のほうからは以上となります。ありがとうございました。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 それでは続きまして、スターリンクジャパン合同会社様から御説明をお願いいたします。 

【スターリンクジャパン】  スターリンクジャパンの内田でございます。それでは、資

料85－11に沿って説明をさせていただきます。 

 ２ページ目でございます。まず、私どもの提供しているサービスに関して、簡単に概要

を説明させていただきます。私どもは、低軌道衛星を使った高速インターネットサービス

を現在提供しております。こちらは世界の70か国以上で、約250万人以上のユーザー様によ

って利用いただいている状況でございます。日本国内におきましては、衛星アクセスサー

ビス、それから衛星移動通信サービス、そして専用サービス、いわゆる衛星バックホール

ですが、この３つのタイプのサービスを現在提供しております。 

 次、３ページ目でございます。先ほど申し上げましたのは、ユーザーターミナルと言わ

れる専用のアンテナをユーザー様に使っていただいて、衛星と通信をすることによってブ

ロードバンドのインターネットアクセスを提供するという形態のものですが、現在、衛星

通信システム委員会において、国内の技術基準、法制度を変更していくような活動が進ん

でいるのですが、将来的には、現在皆様お手持ちの携帯電話と衛星が直接通信する直接通

信サービスというものを目指して活動しております。これが実現できた暁には、現在携帯

電話サービスがカバーされていない様々なカバレッジホールのエリアにおいてサービスが

可能になるということで、日本におきましては今年中のサービス開始を目指しているとい

う状況でございます。 

 ４ページでございますが、今回のヒアリングの趣旨で何点かコメントさせていただけれ

ばと思っております。 

 まず、認可対象の件に関してですが、現在の電気通信役務の動向を踏まえると、認可対
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象の見直しが必要であるという点に関しては理解ができると考えております。ただ、我々

が提供している衛星アクセスサービス等というのは認可対象ではありませんので、今後も

し対象になった際には、過度に手続が煩雑になったり、認可に時間がかかり過ぎるという

ことがないように御配慮いただければと考えております。 

 それから２点目でございますが、そもそも40条が利用者保護のための認可であるという

ことを考えますと、利用者の利益に大きな影響を及ぼす事業の提供に関する提携を内容と

する協定などに対象を限定するということは合理的であろうと思っております。ただ、ど

こで線引きをするかという基準に関しては、しっかりと議論する必要があるのだと考えて

おります。様々な電気通信役務のタイプによって、例えば携帯電話と衛星通信では、当然

お客様の規模が結構違いますので、同じ一つの線引きを全てのところで適用できるのかと

いう点は、少し慎重な議論が要るのではないかと考えています。 

 また、既に役務提供を開始しているサービスが、ある一定の規模に達した段階で認可対

象となるというようなケースも当然考えられるわけですが、そのときに認可されないとい

うような事態は当然避けるべきだと考えますので、この辺りに関しても御配慮いただきた

いと思っております。 

 私のほうからは以上でございます。ありがとうございました。 

【相田座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの各社からの御説明に関しまして、御質問、御意見がございます構

成員の方は、挙手いただければ私のほうで指名させていただきますし、それが難しいよう

でしたら、直接マイクをオンにしてお声かけいただいても結構でございます。いかがでご

ざいましょうか。 

 それでは、西村暢史先生、お願いいたします。 

【西村（暢）構成員】  中央大学の西村でございます。各社様とも御説明ありがとうご

ざいました。私からは、ソフトバンク、楽天モバイルの両社に共通の質問をさせていただ

ければと思います。２つございます。 

 １点目は、今回の見直しについて、非常に慎重な姿勢を取っておられる印象を持ってお

ります。貴社のスタンスは、今回は議論にはなっておりませんが、既存の認可対象となっ

ている複数の音声役務についても、影響を与え得るということになりますでしょうか。 

 ２点目は、例えば利用者の利益への影響を必ずこの条文においては考えるわけでござい

ますが、そうしたときに、具体的にどのような判断基準を用いるべきでしょうか。複数の
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事業者様からは、契約者数などの規模という点が指摘されておられましたが、何かお考え

があればお教えいただければと思います。 

 以上でございます。 

【相田座長】  ありがとうございました。それでは、まずソフトバンク、いかがでしょ

うか。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクでございます。１点目の御質問ですが、少し趣旨がう

まく捉えられなかったのですが、複数の音声サービスとおっしゃっているのがどういう点

か、もう少し教えていただけますとありがたいです。 

【西村（暢）構成員】  言葉足らずで申し訳ございませんでした。いわゆる音声で言い

ますと、衛星を使った音声や携帯電話の国際ローミングでの音声、それから国際電話があ

ると考えておりますところ、まずは、国際電話と考えていただいて結構かと思います。 

【ソフトバンク】  現行の認可対象については、精算料金の見直しは反映した上で、引

き続き対象のままでよろしいかと考えております。１点目については以上です。 

 ２点目の、規模や必要最小限の基準をどう考えるかという点でございますが、こちらに

ついては今、具体的な利用者の利益への影響という点が細かいレベルではまだ把握できて

いませんので、はっきりしたことは申し上げられないのですが、あまり事業の規模という

点ではなくて、サービスによって影響は変わってくると思われますので、このサービスは

対象、このサービスは対象外みたいな形で考えられると良いのかなと、現在の時点では思

っております。 

 以上となります。 

【相田座長】  それでは、楽天モバイルはいかがでしょうか。 

【楽天モバイル】  楽天モバイルでございます。いただいた御質問１点目に関して、音

声に関しては利用者の利益への影響はあるものと理解しております。現状も音声の認可に

関して、いわゆる値上げがあった場合に関しては利用者への影響があることから認可が必

要で、値上げがなければ利用者にとって有利なものであるので認可は必要ないということ

と認識してございます。 

 ２点目に関して、こちらは社内で突っ込んだ議論をしたことは正直ないのですが、考え

方としましては、ソフトバンクさんと同じく、個別の利用者にとっての影響を考えると、

単純に規模の大小ではなくて、実際の料金水準やほかの要素を勘案する必要があるのかな

と考えてございます。 
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 以上でございます。 

【相田座長】  ありがとうございました。西村先生、よろしいでしょうか。 

【西村（暢）構成員】  分かりました。ありがとうございました。 

【相田座長】  ほかにいかがでございましょうか。 

 では、私からも質問させていただきますと、今の西村先生の御質問とも非常にかぶるの

ですが、携帯電話の国際ローミングについてはＧＳＭＡの協定等があるので必要ないとい

う御指摘があったかと思いますが、そうすると、原則はやはり認可が必要だけれども、携

帯電話の国際ローミングに関しては、そういった協定等の実態を踏まえて免除するという

ような、原則と例外という考え方もできるかと思ったのですが、その原則をどちら側に設

けるべきかというようなことについて何か御意見ございましたらお願いしたいと思います。 

 先ほどと重なってしまいますが、ソフトバンクさんいかがでしょうか。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクでございます。しっかり議論できているわけではござ

いませんので、ざっくりとしたコメントになってしまうかもしれませんが、現在、弊社で

考えておりますのは、国際ローミングというよりは、例えばＩｏＴのような通信モジュー

ル等で用いられるものは、スマートフォンの国際ローミングで利用されるケースとは利用

者への影響が違うのではないかということを考えております。確かに相田先生のおっしゃ

るとおり、国際ローミングではＧＳＭＡにおけるひな形のようなものがある状況を考慮す

るという考えもあるかと思いますが、弊社としましては、ＩｏＴ利用とスマートフォン利

用のような、そういった違いもあるのではないかと考えてのコメントでございました。 

【相田座長】  ありがとうございました。ほかに私からの発言につきましてコメントい

ただける事業者の方はおいでになりますでしょうか。 

【ＮＴＴドコモ】  ドコモの大橋でございます。 

【相田座長】  お願いいたします。 

【ＮＴＴドコモ】  確かに携帯電話の国際ローミングにおいてはＧＳＭＡの基本協定の

仕組みがございますので、総務省の審査基準に記載されているような内容は、おおむねそ

の協定に則って対応できていると考えております。そのため、原則と例外という整理がで

きるのであれば、携帯電話の国際ローミングについては音声も含めて例外という扱いも整

理し得るのではないかと考えております。 

 以上です。 

【相田座長】  ありがとうございました。 
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○ 加入光ファイバ等の提供遅延に係るＮＴＴ東日本・西日本からの報告結果に関する論

点整理 

【相田座長】  それでは、次の議題に進めさせていただきます。議題の（３）は、加入

光ファイバ等の提供遅延に係るＮＴＴ東日本・西日本からの報告結果に関する論点整理で

ございます。 

 本件は、本研究会第82回会合で事務局から説明があった内容を踏まえて、第83回会合で

接続事業者等からヒアリングを行いました。本日は、それを踏まえた論点整理の内容を事

務局より御説明いただき、その後、意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局より資料85－３に基づき説明） 

 

【相田座長】  ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの説明に関

しまして、御質問、御意見等ございます構成員の方は、また挙手いただければと思います。

いかがでございましょうか。 

 それでは、佐藤先生、お願いいたします。 

【佐藤構成員】  佐藤です。ありがとうございます。全体的な論点整理、方向について

は、これで結構だと思います。 

 スライドの７枚目、８枚目について、特に７枚目の中間部分ですが、情報開示の運用に

ついては約款に定めるということで、結構だと思います。遅延の大きなエリアについては、

特にＮＴＴ東日本・西日本において要因分析をしていただいて、必要な対応を得ることが、

これは当然必要なことだと思っています。やはり、ただ情報開示するだけではなくて、Ｐ

ＤＣＡのような形で、きちんと改善に向けて進んでいくような具体的なプロセスを示して

いただけると、より理解が深まって、予見性も高まってくると思っています。 

 もう一つは、遅延の課題の一つであるコロケーションに関して、電源設備や空調設備の

問題についてですが、第一にはやはり遅延が改善されること、早期に提供されること、そ

れと併せて、遅れがあるのであれば、適宜必要な情報を提供して予見性を高める、こうい

うことが大事だと思っています。 

 今回のＮＴＴ東日本・西日本の報告結果と、事務局の論点整理を見ると、中間回答の実
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施というのを今度実現していきますということだと理解しています。これも結構なことで

すが、ここで書かれている内容からすると、まずは事前照会手続等の活用で改善を期待し

ますということなので、これで十分かどうか、まだ不明なところがあるので、今後その成

果を注視すべきと考えます。また、期待された成果が仮に上がらないとすれば、システム

化や設備増設基準自体を精緻化していく等、さらなる情報開示に向けた工夫をお願いする、

踏み込んだ処置の検討をする、そういうことになるだろうと考えます。ＮＴＴ東日本・西

日本においては、こういう状況をきちんと認識いただいて、接続事業者との協議を通じて、

期待される状況の改善の実現に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

 また、次のページのＮＴＴ東西間の運用の統一化について、例えば工事スケジュールの

オーダー等において、私の記憶では、ＮＴＴ西日本においてシステム化が進んでいないと

か、オーダーの一元化が進んでいないというようなことがあったと思いますので、統一と

いうよりは、多分西日本のほうが遅れていると理解していますので、少なくとも進んでい

るほうに合わせて改善していただければと思います。 

 以上です。 

【相田座長】  ありがとうございました。ただいまの佐藤先生からの御意見、御発言に

ついて、事務局から何かございますか。 

【竹内料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。御指摘ありがとうございまし

た。おっしゃるように、今回論点整理させていただいた内容でございますが、しっかりＰ

ＤＣＡを回して、改善に向けていくということが必要でございますので、それについては

我々もしっかりとサポートし、フォローアップしていきたいと思っているところでござい

ます。 

 コロケーションにつきましても、御指摘いただいているとおり、今回、中間回答や事前

照会手続の話を書かせていただいたところでございますが、これでしっかり成果が出てい

るのかというところはしっかり見させていただきまして、踏み込み不足や、期待されてい

る効果が出ていないといったことがあれば、今御指摘点いただいた点も含めて、今後の対

応を検討していくということになると思っているところでございます。 

また、統一化の関係も、今いただいた御指摘踏まえて、今後のフォローアップをしっか

りやっていきたいと思っております。。 

【相田座長】  ほかにいかがでございましょうか。 

 今回の件、大きな目で見ると改善の傾向にあるということで、メリハリのついたフォロ
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ーアップという論点整理になってはいるわけですが、この論点整理の中でも情報の非対称

性や予見可能性というような言葉が何度も出てきて、ＮＴＴ東日本・西日本の社内と接続

事業者の間に、こういった情報の非対称性や予見可能性の差がどれだけあるのかというこ

とについてはあまりはっきりしないように思います。８ページの最後のその他のところに

書かれていますように、やはり最終的には利用者に対応するときに、接続事業者の営業担

当が、何で遅れているのだと聞かれたときに的確な答えがすぐにできないということだと、

なかなか商売がしにくいというようなこともあるかと思いますので、今、佐藤先生からも

御指摘ありました事前照会や中間回答、そういうようなことをぜひ活用いただいて、しっ

かりとそういうエンドユーザーから見て、ＮＴＴ東日本・西日本からサービスを買うとき

と、接続事業者からサービス買うときとで差はないのだという確信が持てるような体制に、

ぜひ持っていっていただければと思います。 

 この件について何か事務局からございますか。 

【竹内料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。ありがとうございます。御指

摘の今回の情報の非対称性、予見可能性という論点については、重要な点と認識しており、

今回キーワードとして使わせていただきました。こちらがしっかりと担保されていること

によって、競争環境の確保や利用者保護等が図られる重要なポイントだと思っております。

その状況につきましては、御指摘いただいたような趣旨も踏まえた上で、しっかりと今後

フォローアップしていきたいと思っているところでございます。ありがとうございます。 

 

○ トラヒック・ポンピングに関する検討の方向性（案）について 

【相田座長】   それでは、次の議題（４）のトラヒック・ポンピングに関する検討の

方向性（案）に進みたいと思います。 

 本件は、本研究会の第83回会合で、事務局より調査結果について説明があったところで

す。本日は、その際の構成員の意見に基づき、事務局にて本件の検討の方向性について論

点を整理いただいたとのことでございますので、その内容について御説明いただき、その

後、意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局より資料85－４に基づき説明） 
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【相田座長】  ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの説明に関

しまして御質問、御意見等がございましたら、また挙手いただければと思います。いかが

でございましょうか。 

 それでは、西村暢史先生、お願いいたします。 

【西村（暢）構成員】  中央大学の西村でございます。おまとめいただきありがとうご

ざいます。私のほうからは１点質問と、もう１点、コメントをさせていただければと思い

ます。 

 質問から先に申し上げますと、今回３ページ、４ページのところで、検討の方向性案と

いうものをつくっていただきました。そして12ページ目の、それまでの「考え方」という

のがありまして、その１ポツ、２ポツでは、着信に対してインセンティブを支払う契約自

体が直ちに事業法１条違反ではない、それから、当該インセンティブを支払うことが直ち

に業務改善命令の対象となるものではない。その後、３ポツ以降に「しかしながら」とし

て問題点を指摘して、その問題点の範囲を説明、解説している構成になっているかと思い

ますが、今回の検討の方向性案について、この考え方の１ポツ、２ポツを維持したまま、

他者料金設定トラヒック・インセンティブ契約に対して接続ルールに基づく問題点を明確

化した、こういうような構成を取ったという理解でよろしいでしょうかというのが、まず

質問になります。 

 そうであるとして、コメントを申し上げますと、やはり競争の観点から、料金設定権と

いうものを持つ者の決定という枠組みを持っている以上、その枠組みを歪曲するような原

因となる契約というのは確かに不当であると言えるかと思います。 

 また、４ページの一番最後の丸ですが、やはり他者料金設定トラヒック・インセンティ

ブ契約のあるなしを問わずに対応すべき事例というのも発生する可能性が十分ございます

し、実質的、実効的なトラヒック・ポンピングへの対応という観点からも、疑いへの合理

的説明というのを枠組みとしてつくっていただくのは、少し証明は難しいのかもしれませ

んが、やはり非常に重要な論点かと思って、これは理論的にも賛成できるところと思った

次第です。 

 長くなりまして恐縮です。以上でございます。 

【相田座長】  ありがとうございました。ただいまの西村先生の御発言に対しまして、

事務局から何かございますでしょうか。 

【柴田料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。御質問のありました資料12ペ
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ージの１、２との関係でございますが、資料３，４ページで記載している論点においても、

着信インセンティブ契約が全て問題であるか、としているものではなく、料金設定権に反

する、あるいは料金設定権を持っている事業者の同意を得ていないというところを捉まえ

て、そのような着信インセンティブ契約は料金設定に影響を与えるおそれがあるのではな

いかとしているものでございます。したがって、先生の御質問にありましたとおり、12ペ

ージのこれまでの考え方を踏まえた上で、着信インセンティブ契約というのはどういうと

きに問題を生じるのかということを検討し、12ページの考え方の３、４に該当するような

場合も問題でありますし、今回の３ページに記載したような場合も問題であるのではない

かといった明確化ができるのではないか、という論点でございます。 

 また、４ページに対するコメントについては、もどのような場合においてこのような対

応が取れるようにするのかということを、ぜひ御議論を深めていただいて、私どももそれ

に対応できるような制度整備等を考えていければと考えているものでございます。 

 以上でございます。 

【相田座長】  西村先生、よろしいでしょうか。 

【西村（暢）構成員】  よく分かりました。ありがとうございました。 

【相田座長】  ほかにいかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

 本日この場での意見交換はここまでとさせていただき、もし追加で御意見等ございまし

たら、ぜひ事務局のほうまでお寄せいただければと思います。事務局からは、本日の議題

について、追加でお聞きになりたい事項やコメントがございましたら、５月27日月曜日ま

でにメール等で事務局までお寄せいただければと連絡いただいております。 

 それでは、次回の会合につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

【竹内料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。本日は誠にありがとうござい

ました。 

 次回会合の詳細につきましては、別途事務局より御案内差し上げるとともに、総務省ホ

ームページに開催案内を掲載いたします。 

 以上、よろしくお願いします。 

【相田座長】  これをもちまして第85回会合を終了したいと思います。本日もどうもあ

りがとうございました。 

 

以上 


